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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第19期

第２四半期
連結累計期間

第20期
第２四半期
連結累計期間

第19期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （千円） 533,321 690,532 1,009,932

経常損失（△） （千円） △155,229 △109,004 △361,029

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △156,263 △110,045 △364,622

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △156,340 △108,246 △361,835

純資産額 （千円） 3,455,703 3,141,872 3,250,208

総資産額 （千円） 3,730,063 3,432,453 3,477,303

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）
（円） △49.84 △34.95 △116.03

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 92.6 91.5 93.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 109,218 △114,187 36,360

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △17,375 △48,433 68,624

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △628 △90 △1,508

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 2,094,549 1,950,573 2,112,353

 

回次
第19期

第２四半期
連結会計期間

第20期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2020年７月１日
至2020年９月30日

自2021年７月１日
至2021年９月30日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △19.90 △4.34

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、１株当たり四半期（当期）純損失金

額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症流行の長期化とそれに伴う緊急事

態宣言やまん延防止等重点措置の影響により、全体的に厳しい状況が続きました。足元では第五波の沈静化を受け

た緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の解除に伴い、経済活動再開の動きが活性化しています。先行きについて

は、ワクチン接種率の向上、ブースター接種の開始および治療薬の普及による感染拡大防止策や重症化予防策を講

じつつ、経済活動のレベルを上げていくという極めて難しい舵取りが要求されています。また、世界においては、

欧米を中心にワクチン接種率の向上に伴う本格的な経済活動の再開がなされる一方で、ワクチン接種率が低い地域

では感染者の急増に伴う経済活動の大幅な制限が行われるなど、新型コロナウイルス感染症によるダメージからの

経済の立ち直りにはまだまだ時間を要する状況です。

当社グループの属する半導体業界では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う巣ごもり需要はピークアウトし

たものの様々な産業における旺盛な需要による半導体の供給不足が継続し、自動車も含め半導体を使用した機器の

生産に影響が出ています。中期的にも、あらゆるモノがインターネットにつながるIoTや人工知能（AI）、ビッグ

データ、次世代高速通信規格、自動運転向けの需要拡大が見込まれます。

当社グループの事業領域であるAI/ビジュアル・コンピューティング分野においては、少子高齢化に伴う労働人

口の減少、コロナ禍、気候変動等の社会・環境課題の解決や安心安全社会の実現に向けたイノベーションの加速や

AIの果たす役割の増大が予想されます。

このような環境下において、当社グループは、社会・環境課題の解決への貢献と収益・利益の獲得を両立し、企

業価値を向上させるCSV(Creating Shared Value)経営を実現することを、中期経営計画の基本方針としています。

注力分野である安全運転支援分野及びロボティクス分野において、企画から量産までの顧客製品・サービスの開発

ライフサイクル全体に亘り、アルゴリズム、ソフトウエアから、当社の強みであるハードウエアまでの一貫開発体

制をもって、IPコアラインセンス事業、製品事業、プロフェッショナルサービス事業を展開し、付加価値を提供す

ることで、LTV（顧客生涯価値）の最大化を図ってまいります。

 

当第２四半期連結会計期間の注力分野における具体的な取り組みと成果としては、まず安全運転支援分野におい

て、既存プロジェクトからのリカーリング収益を獲得するとともに、新規顧客や既存顧客の新規プロジェクト向け

にプロフェッショナルサービスを提供しました。

ロボティクス分野においては、業務資本提携先のヤマハ発動機の陸海空に亘る製品へのAI実装プロジェクトやフ

ランスProphesee社のイベントベースセンサーと当社のエッジAI向けソフトウエア・ハードウエア技術を組み合わ

せた協業案件を含め、様々な業界に属する顧客のPoCプロジェクトや実用化案件が進捗しています。また、資本業

務提携先のCambrian社の協働ロボット向けビジョンシステムの拡販において、最終顧客の省人化や生産性向上の需

要にミートすべく、協働ロボットメーカーやロボットSIerとの関係性を構築、深化させることにより、具体的な顧

客プロジェクトにおける協業を含め進捗がありました。

アミューズメント分野においては、画像処理半導体「RS1」の大型受注を獲得するとともに、引き続きこのユ

ニークな2D・3D統合チップの優位性を発揮できる市場セグメントにおけるシェア拡大を目指しています。

その他、自動・自律運転や安全運転支援分野において、当社と株式会社マクニカは両社が保有する技術力、営業

力、ノウハウを掛け合わせ、少子高齢化や人口減といった日本の社会課題の解決に向けた協業を開始しました。

 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、製品事業において「RS1」の量産出荷を継続しました。IPコ

アライセンス事業においては、安全運転支援分野およびロボティクス分野向けの新規ライセンスを獲得するととも

に、安全運転支援分野においてリカーリング収益を計上しました。また、プロフェッショナルサービス事業におい

ては、NEDOプロジェクトの受託収入は剥落したものの、安全運転支援分野およびロボティックス分野向けのAI受託

開発サービスが活発化しました。

 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は690百万円（前年同期比29.5%増）、営業損失は109百万円

（前年同期は営業損失191百万円）、経常損失は109百万円（前年同期は経常損失155百万円）、親会社株主に帰属

する四半期純損失は110百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失156百万円）となりました。
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　当社グループは、単一セグメントであるためセグメント別の記載はしていませんが、事業別業績の概要は以下の

とおりです。

 

①IPコアライセンス事業

　ディジタルスチルカメラやOA機器等のディジタル機器向けGPU IPランニングロイヤリティ収入に加え、安全運転

支援分野およびロボティクス分野における新規ライセンス収入や安全運転支援分野におけるリカーリング収益の計

上により、売上高は67百万円（前年同期61百万円）となりました。

②製品事業

　「RS1」の量産出荷による売上およびドローン向けカメラモジュールの売上等の計上により、売上高は502百万円

（前年同期383百万円）となりました。

③プロフェッショナルサービス事業

　前年同期に計上したNEDOからの受託収入は剥落したものの、安全運転支援分野およびロボティクス分野向けのAI

受託開発案件の活発化により、売上高は120百万円（前年同期87百万円）となりました。

 

　また、分野別業績の概要は以下のとおりです。

①安全運転支援分野

　IPコアライセンス事業における新規ライセンス収入およびリカーリング収益やプロフェッショナルサービス事業

における新規・既存顧客プロジェクトへの売上等により、売上高は45百万円（前年同期10百万円）となりました。

②ロボティクス分野

　IPコアライセンス事業における売上拡大やAI受託開発案件の活発化により、売上高は106百万円（前年同期61百

万円）となりました。

③アミューズメント分野

　「RS1」の量産出荷売上の計上により、売上高は499百万円（前年同期382百万円）となりました。

④その他分野

　ディジタル機器向けGPU IPランニングロイヤリティ収入等を計上したものの、前年同期に計上したNEDOからの受

託収入の剥落等により、売上高は38百万円（前年同期77百万円）となりました。

 

（２）財政状態の分析

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は2,690百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し

ました。これは主に、現金及び預金が162百万円およびその他が53百万円減少し、売掛金及び契約資産（前連結会

計年度末は売掛金）が191百万円増加したことによるものであります。

　また、固定資産は741百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円増加しました。これは主に、2021年６月14

日付で米国デラウェア州のCambrian Inc.が発行する優先株式の一部を取得したことなどにより投資有価証券が41

百万円増加し、ソフトウエアが27百万円減少したことによるものであります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債および固定負債は合計で290百万円となり、前連結会計年度末に

比べ63百万円増加しました。これは主に、買掛金が79百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は3,141百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円減少

しました。これは主に、利益剰余金が110百万円減少したことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は91.5％となりました。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,950百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは114百万円の支出となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額79百

万円および減価償却費35百万円であり、主な減少要因は、売上債権及び契約資産の増加額191百万円および税金等

調整前四半期純損失109百万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは48百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支

出40百万円および有形固定資産による支出7百万円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは0百万円の支出となりました。減少要因は、自己株式の取得による支出で

あります。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、92百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,000,000

計 7,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,152,400 3,152,400
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式であ

り、株主としての権

利内容に何ら限定の

ない当社における標

準となる株式であり

ます。

また、１単元の株式

数は100株となって

おります。

計 3,152,400 3,152,400 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数（株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 3,152,400 － 1,838,882 － 1,858,093
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貝２５００番地 320,000 10.16

株式会社レスターホールディングス 東京都品川区東品川３丁目６番５号 285,000 9.05

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 94,846 3.01

山本達夫 東京都中野区 71,600 2.27

三津直久 兵庫県淡路市 58,200 1.85

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 37,700 1.20

INTERACTIVE BROKERS LLC

（常任代理人 インタラクティブ・

ブローカーズ証券株式会社）

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,

CONNECTICUT 06830 USA

（東京都千代田区霞が関３丁目２番５号）

36,800 1.17

吹上了 京都府京都市北区 31,500 1.00

八木慎一郎 愛知県豊田市 28,000 0.89

高柳薫 東京都墨田区 27,500 0.87

計 － 991,146 31.48
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 3,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,144,900 31,449

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。また

１単元の株式数は100株で

あります。

単元未満株式 普通株式 3,600 － －

発行済株式総数  3,152,400 － －

総株主の議決権  － 31,449 －

（注）「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式22株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％）

（自己保有株式）

株式会社ディジタルメ

ディアプロフェッショナ

ル

東京都中野区中野四丁目

10番２号
3,900 － 3,900 0.12

計 － 3,900 － 3,900 0.12

（注）上記の他に単元未満株式として自己株式を22株所有しております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(E25620)

四半期報告書

 8/19



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,066,483 1,904,180

売掛金 157,606 －

売掛金及び契約資産 － 348,716

有価証券 345,870 346,392

商品及び製品 － 1,680

仕掛品 7,630 4,641

原材料及び貯蔵品 44,437 35,786

未収還付法人税等 11,798 －

その他 102,832 49,162

流動資産合計 2,736,659 2,690,559

固定資産   

有形固定資産 42,652 42,260

無形固定資産   

ソフトウエア 104,545 77,464

その他 25 25

無形固定資産合計 104,570 77,489

投資その他の資産   

投資有価証券 500,630 542,361

その他 92,789 79,781

投資その他の資産合計 593,419 622,143

固定資産合計 740,643 741,893

資産合計 3,477,303 3,432,453

負債の部   

流動負債   

買掛金 132,333 212,211

未払法人税等 11,834 12,136

その他 64,065 47,347

流動負債合計 208,233 271,695

固定負債   

繰延税金負債 1,452 1,348

資産除去債務 17,408 17,537

固定負債合計 18,860 18,885

負債合計 227,094 290,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,838,882 1,838,882

資本剰余金 1,858,093 1,858,093

利益剰余金 △440,462 △550,507

自己株式 △1,525 △1,615

株主資本合計 3,254,988 3,144,852

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,677 △2,983

為替換算調整勘定 △102 2

その他の包括利益累計額合計 △4,779 △2,980

純資産合計 3,250,208 3,141,872

負債純資産合計 3,477,303 3,432,453
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 533,321 690,532

売上原価 371,532 452,625

売上総利益 161,788 237,907

販売費及び一般管理費 ※ 353,754 ※ 347,851

営業損失（△） △191,966 △109,944

営業外収益   

受取利息 1,222 1,154

助成金収入 37,900 －

雑収入 4 241

営業外収益合計 39,126 1,396

営業外費用   

為替差損 1,804 399

新株発行費 584 －

雑損失 0 56

営業外費用合計 2,390 456

経常損失（△） △155,229 △109,004

税金等調整前四半期純損失（△） △155,229 △109,004

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,145

法人税等調整額 △111 △103

法人税等合計 1,033 1,041

四半期純損失（△） △156,263 △110,045

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △156,263 △110,045
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純損失（△） △156,263 △110,045

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25 1,694

為替換算調整勘定 △102 104

その他の包括利益合計 △77 1,799

四半期包括利益 △156,340 △108,246

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △156,340 △108,246

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △155,229 △109,004

減価償却費 29,757 35,162

株式報酬費用 14,907 19,256

受取利息 △1,218 △1,152

為替差損益（△は益） 2,088 △421

助成金収入 △37,900 －

新株発行費 584 －

売上債権の増減額（△は増加） 317,104 －

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） － △191,109

棚卸資産の増減額（△は増加） △58,619 9,960

仕入債務の増減額（△は減少） 69,546 79,877

未払金の増減額（△は減少） △44,395 △25,837

その他 △39,654 50,179

小計 96,971 △133,088

利息の受取額 1,518 1,246

法人税等の支払額 △19,512 －

法人税等の還付額 － 10,955

助成金の受取額 30,242 6,699

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,218 △114,187

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △300,000 △300,000

有価証券の償還による収入 300,000 300,000

投資有価証券の取得による支出 － △40,744

有形固定資産の取得による支出 △11,650 △7,689

無形固定資産の取得による支出 △5,725 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,375 △48,433

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による支出 △584 －

自己株式の取得による支出 △43 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー △628 △90

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,338 931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,875 △161,780

現金及び現金同等物の期首残高 2,006,673 2,112,353

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,094,549 ※ 1,950,573
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のと

おりであります。

(1)ライセンス収入

　ライセンス収入について、従来、複数の履行義務が含まれる場合も履行義務が一時点で充足される場合には、ライ

センスを付与した時点で収益を認識しておりましたが、個々に販売される製品の独立販売価格に基づいて（独立販売

価格が直接的に観察可能で無い場合は、個々に販売された場合に想定される販売価格に基づいて）複数の契約の取引

価格を比率等により算出した額に基づいて計上する方法に変更しております。

(2)プロフェッショナルサービス事業

　プロフェッショナルサービスについて、従来、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進

行基準を、その他の案件については工事完成基準によっておりましたが、期間がごく短い案件を除き、履行義務を充

足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

　なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価

に対する実際原価の割合（インプット法）で算出しております。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発

生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、期間がごく短い案件については完全に履行義務を充足した時点で収益を

認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結

会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどす

べての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また

書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての

契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の

利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,190千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失は、それぞれ1,500千円増加しております。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、

収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替

えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第

28－15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※偶発債務

　当社が納品した半導体製品の品質に関して、製品に組み込まれた外部仕入部品に関する調査を実施しております。

今後の調査結果及び顧客との協議結果によっては補償費用が発生する可能性がありますが、現時点では当社が負担す

る金額を合理的に見積ることは困難であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2020年４月１日
　　至 2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日

　　至 2021年９月30日）

研究開発費 122,585千円 92,392千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）

現金及び預金勘定 2,050,732千円 1,904,180千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 －千円 －千円

取得日から３ケ月以内に償還期限の到来す

る短期投資（有価証券）
43,817千円 46,392千円

現金及び現金同等物 2,094,549千円 1,950,573千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

　2020年7月10日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬として2020年８月

７日付で新株式の発行を行い、当第２四半期累計期間において、資本金が27,240千円、資本準備金が27,240千

円それぞれ増加しております。

　また、2020年８月７日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬として2020

年９月４日付で新株式の発行を行い、当第２四半期累計期間において、資本金が7,050千円、資本準備金が

7,050千円それぞれ増加しております。

　この結果、当第２四半期会計期間末において、資本金が1,838,882千円、資本剰余金が1,858,093千円となっ

ております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループの事業は、IPコア等の開発・製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、

記載を省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期累計期間（自　2021年４月1日　至　2021年９月30）

（単位：千円）

 IPコアライセンス 製品
プロフェッショナ

ルサービス
合計

主要な財又はサービスのライン     

アミューズメント － 499,397 － 499,397

安全運転支援 12,229 － 33,022 45,251

ロボティクス 16,717 2,822 87,433 106,972

その他 38,911 － － 38,911

顧客との契約から生じる収益 67,857 502,219 120,455 690,532

外部顧客への売上高 67,857 502,219 120,455 690,532

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △49円84銭 △34円95銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△156,263 △110,045

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失金額（△）（千円）
△156,263 △110,045

普通株式の期中平均株式数（株） 3,135,280 3,148,755

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 2021年11月12日

株式会社　ディジタルメディアプロフェッショナル  

取　締　役　会　　御　中  

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 定　留　尚　之

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　田　英　之

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ディ

ジタルメディアプロフェッショナルの2021年４月１日から2022年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間（2021年７月１日から2021年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル及び連結子会社の

2021年９月3０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。
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・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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